
 

 

次亜塩素酸ナトリウム購入仕様書 

 

１ 有害物質に関する品質規格 

浄水又は浄水処理過程において次亜塩素酸ナトリウムを水に注入した場合に水に付加されるお

それのある物質※１については、設定最大注入率※２で使用しても評価基準※３に適合しなければ

ならない。 

 

注） 

※１ 「浄水又は浄水処理過程において次亜塩素酸ナトリウムを水に注入した場合に水に付加さ

れるおそれのある物質」とは、「水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12 年２月 23 日

厚生省令第 15 号）」（最終改正令和６年４月１日）第１条第 16 項別表第１の事項に掲げる物

質項目をいう。（表 1 参照） 

※２ 「設定最大注入率」とは、「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」（最終改

正令和５年３月 24日）参考資料表 2 により薬品ごとに記載された値とする。（表２参照） 

※３ 「評価基準」とは、「水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12 年２月 23 日厚生省令

第 15 号）」（最終改正令和６年４月１日）第１条第 16 項別表第１に掲げる基準をいう。（表 1

参照） 

 

２ 次亜塩素酸ナトリウムに関する品質規格 

次亜塩素酸ナトリウムは、日本水道協会規格 JWWA K120:2008-2 に記載する試験方法により試験

し、次の規格に適合しなければならない。 

項                  目 規 格 

有効塩素                  （％） 12.0 以上 

外観 淡黄色の透明な液体 

密度（比重）（20℃） 1.16 以下 

遊離アルカリ                （％） １ 以下 

臭素酸                 （mg/kg） 50 以下 

塩素酸                          （mg/kg） 4,000 以下 

塩化ナトリウム（NaCl）           （％） 4,0  以下 

 

３  納入 

(1) 納入場所 

多田浄水場（広域水道事務所）   ………川西市多田院字巌険 6-3 

神出浄水場（利水事務所）     ………神戸市西区神出町田井 3-1 

三田浄水場（広域水道事務所）   ………三田市西野上字上通り 152 

船津浄水場（利水事務所）     ………姫路市船津町字平田 4552-1 

市川工業用水道管理所（利水事務所）……姫路市飾磨区妻鹿 394-13 



 

 

(2)納入設備 

 型 式 容 量 材 質 受入口 

多田浄水場 屋内角型式 40㎥×３槽 SS製内面ｺﾞﾑｸﾗｲﾆﾝｸﾞ 50A 

神出浄水場 〃 17.5㎥×３槽 SS製内面 PVC板 50A 

三田浄水場 〃 16㎥×３槽 SS製内面ｺﾞﾑｸﾗｲﾆﾝｸﾞ 50A 

船津浄水場 〃 15㎥×３槽 SS製内面ｺﾞﾑｸﾗｲﾆﾝｸﾞ 50A 

市川工業用水道 

管理所 
屋外円筒式 ８㎥ ポリエチレン製 50A 

 

 

(2) 納入方法 

ア  納入用タンクは、水道用次亜塩素酸ナトリウム専用タンクを使用するものとすること。 

納入設備への受入れは、受け口に合う接続装置を準備すること。 

イ  １の有害物質に関する品質規格について、第三者認証機関等の試験表（過去３ヶ月以内のも

の。ただし、日本水道協会規格(JWWA)で認証された薬品は省略できる。）及び次亜塩素酸ナト

リウムに関する品質規格については、第三者認証機関等の試験表（過去３ヶ月以内のもの）を

納入日又は契約後 10 日以内のいずれか早い方までに兵庫県企業庁水道課へ提出し、確認を受

けなければならない。 

１の有害物質の試験項目として、各薬品において原料や製造工程から判断して含まれること

が考えられず、また、含有量について、別途分析した結果に基づき当該薬品に含まれていない

こと、または、１の※２に示す設定最大注入率で添加しても評価基準以下であることが明らか

な評価項目は、それを合理的に証明できる根拠となる文書等があると兵庫県企業庁で判断した

場合、該当項目についての第三者認証機関等の試験を省略できる。 

ウ  納入者は、事務所職員の指示（原則２日前までに連絡する。）により定められた量をその日時

に納入すること。 

エ  納入者は、各事務所長の指示があるときは、貯留槽内を洗浄すること。 

オ 納入にあたって、公認計量証明書、メーカーのロット番号入りの納品書及び２の次亜塩素酸

ナトリウムに関する品質規格の成分分析表（比重及び温度を含む。）を提出のうえ、各事務所

職員の検収を受けること。 

カ  納入者は、契約締結後速やかに次の内容を記載した納入計画等通知書（様式２参照）を各事

務所に提出すること。 

なお、内容に変更が生じたときは、速やかに納入計画等変更通知書（様式２参照）を提出す

ること。 

(ｱ) 納入責任者 

(ｲ) 薬品の製造業者 

(ｳ) 運送業者・使用車両・自動車検査証の写し（総重量 20トンを超過する車両については、「特

殊車両通行許可申請書」、「特殊車両通行許可条件書」、「車両の諸元に関する説明書」及び「通

行経路表」の写しも併せて提出すること） 



 

 

(ｴ) 公認計量者（はかりの検定または定期検査の合格証明書も添付のこと） 

(ｵ) 契約期間内の休日予定表 

(ｶ) 連絡体制表 

(ｷ) 安全データシート 

(ｸ) 製造工程における品質管理計画及び品質管理実績 

・臭素酸及び塩素酸の品質管理方法が分かる計画書 

・臭素酸及び塩素酸の品質管理実績データ（令和７年３月～令和８年２月） 

キ  納入者は、年度末に臭素酸及び塩素酸の品質管理実績データ（令和８年４月～令和９年３月）

を提出すること。 

ク 納入者は、契約締結後速やかに、「中小企業 BCP策定運用指針（第 2版）（平成 24年 3月）」

及び「事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン（新型インフルエンザ及

び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議 平成 25年 6月 26日）」（一部改正令和 4年 6

月 30 日）などに基づき、災害発生時及び新型インフルエンザ等発生時における「事業継続計

画」を作成の上、兵庫県企業庁水道課の審査・指示に基づく修正を行った後に同課に提出する

こと。 

なお、兵庫県企業庁では、新型インフルエンザ対策として、有事の際には薬品備蓄目標を 60

日分とし、貯蔵タンク容量等の関係で備蓄目標に満たない場合は満了備蓄に努めることとして

いるため、契約後、事務所において設定する使用量や備蓄開始時期を確認し事業継続計画に反

映させること。 

   主な記述内容は、以下のとおりとする。 

(ｱ) 優先して継続・復旧すべき中核事業 

    （購入仕様書の納入品目を含めること） 

(ｲ) 事業拠点や生産設備、仕入品調達等の事前対策、代替策 

(ｳ) 緊急時の組織体制、連絡先、運搬経路 

   下記（参考）に基づき BCPを作成するにあたり、現地条件を反映させること。 

  （参考）中小企業 BCP策定運用指針 

http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/ 

事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html 

兵庫県新型インフルエンザ等対策行動計画 

http://web.pref.hyogo.jp/hw12/hw12_000000125.html 

 

(3) 年間納入予定総量 

多田浄水場 416,000kg 

神出浄水場 441,000kg 

三田浄水場 410,000kg 

船津浄水場 373,000kg 

市川工業用水道管理所 45,000kg 

（注）数量は、処理水量及び水質等により変動することがあるため、留意すること。 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/


 

 

４  検査、補償 

納入品については、必要に応じて、事務所において成分検査を行う。この検査の結果、１の有害

物質に関する品質規格および２の次亜塩素酸ナトリウムに関する品質規格を確保できないときは、

納入者は、直ちに貯留槽内等全量を優良品と交換しなければならない。 

 

５  受納 

事務所の職員は、受納にあたり次の作業を行う。 

(1) 受納場所の指示 

(2) 受納に伴う作業の立ち会い 

(3) 受入量の確認 

 

６  損害賠償 

納入者は、この仕様の履行にあたり、納入者の責任に帰すべき事由により発注者又は第三者に損

害を与えたときは、当該損害を賠償しなければならない。 

 

７  協議 

この仕様に定めのない事項で約定する必要が生じたとき、又はこの仕様に関する事項について疑

義が生じたときは、両者協議のうえ定める。 

 


